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「和歌山県第二種特定鳥獣管理計画（案）」に関する県民意見募集 

（パブリックコメント）を実施します 

 
1. 第二種特定鳥獣管理計画（案）について  
 生息数が増加または生息域が拡大している鳥獣について、その管理を行うため、 
県が定める計画で、今回策定する計画（案）の概要は別紙のとおりです。 
 
２. 意見募集期間  
 令和４年１月２６日（水）から令和４年２月２４日（木）まで 
 
３．計画案の入手・閲覧方法  
（１）インターネットでの入手 
  和歌山県のホームページ（農業環境・鳥獣害対策室のページのパブリックコメント 
  の項目）に掲載 
（２）県の機関での閲覧 
  県庁農業環境・鳥獣害対策室（県庁東別館４階）、県情報公開コーナー（県庁本館 
  ２階）及び各振興局農林水産振興部農業水産振興課 
  （閲覧可能時間 月曜日から金曜日 午前９時から午後５時４５分まで） 
 
４．ご意見の提出方法   
  ホームページ掲載の「意見募集様式例」に氏名、住所及び電話番号（法人及び任意

団体にあっては名称、代表者氏名、主たる事業所の所在地及び電話番号）、ご意見を
記入の上、提出してください。なお、電話や口頭でのご意見の受付は行っていませ
ん。上記内容が記載された任意の様式で提出いただくことも可能です。 

  また、いただいた個人情報は今回の意見募集目的以外には使用しません。 
 （１）郵送 〒640-8585 和歌山市小松原通 1-1 
              和歌山県庁農業環境・鳥獣害対策室  

 （２）FAX 073-428-3072 
 （３）電子メール e0703002@pref.wakayama.lg.jp 
 
５．提出されたご意見について   

 （１）ご意見を頂いた個人及び団体等に関する情報は公表しません。 
 （２）類似のご意見を取りまとめ、県の考え方とともにホームページで一定期間公 
    表します。個々のご意見に個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。 
 （３）寄せられたご意見は、計画策定の参考とさせて頂きますが、必ずしも計画に 
    反映されるとは限りません。  

県では、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づき、県内に生

息するイノシシ、ニホンジカ、ニホンザルの管理を目的に、和歌山県第二種特定鳥獣

管理計画を策定しているところです。 

現計画が今年度末に終了することから、イノシシ、ニホンジカ、ニホンザルの生息

動向や農林業被害状況等を踏まえ、令和４年度から令和８年度までを計画期間とする

新たな計画を策定します。 

つきましては、計画（案）に対して県民の皆様からのご意見を広く募集します。 


